
確定申告の期限が1月延長され
ます。

税の確定申告の期間が 1月延長されます（注3）。

　令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度（課税期間）から、大法人が行う法人税等及び消費税等の
申告は、添付書類（消費税等の申告の場合は、「付表」など）を含めて、e-Tax により提出することが義
務付けられています。

　令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度（課税期間）から、一定の法人が行う法人税等及び消費税
等の申告は、添付書類（消費税等の申告の場合は、「付表」など）を含めて、e-Tax により提出すること
が義務付けられています。
　また、令和４年４月１日以後に開始する事業年度等から、通算法人の法人税等の確定申告書等について
も e-Tax による提出が義務化されました。

e-Tax 義務化対象法人とは？
、

通算法人（グループ通算制度の適用を受けた通算親法人及び通算子法人）、相互会社、投資法人
及び特定目的会社

なお、通算法人は、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法
人のみとなります。

。

25

消費税のあらまし　12. 申告・納付の手続は？58



確定申告の期限が1月延長され
ます。

税の確定申告の期間が 1月延長されます（注3）。

　令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度（課税期間）から、大法人が行う法人税等及び消費税等の
申告は、添付書類（消費税等の申告の場合は、「付表」など）を含めて、e-Tax により提出することが義
務付けられています。

　令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度（課税期間）から、一定の法人が行う法人税等及び消費税
等の申告は、添付書類（消費税等の申告の場合は、「付表」など）を含めて、e-Tax により提出すること
が義務付けられています。
　また、令和４年４月１日以後に開始する事業年度等から、通算法人の法人税等の確定申告書等について
も e-Tax による提出が義務化されました。

e-Tax 義務化対象法人とは？
、

通算法人（グループ通算制度の適用を受けた通算親法人及び通算子法人）、相互会社、投資法人
及び特定目的会社

なお、通算法人は、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法
人のみとなります。

。
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確定申告の期限が1月延長され
ます。

税の確定申告の期間が 1月延長されます（注3）。

　令和 2 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度（課税期間）から、大法人が行う法人税等及び消費税等の
申告は、添付書類（消費税等の申告の場合は、「付表」など）を含めて、e-Tax により提出することが義
務付けられています。

「確定消費税額」とは、中間
申告対象期間の末日までに確
定した消費税の年税額のこと
をいいます（地方消費税額は
含みません。）。

注5

国税通則法第11条の規定によ
る申告期限の延長により、そ
の中間申告書の提出期限と当
該中間申告書に係る課税期間
の確定申告書の提出期限とが
同一の日となる場合は、当該
中間申告書の提出は要しませ
ん。

仮決算による中間申告書は、提
出期限を過ぎて提出することは
できません。

注8

仮決算による中間申告書は、２
割特例を適用して消費税額及び
地方消費税額を計算することは
できません。

注9

任意に中間申告書（年1回）を
提出する旨を記載した届出書
を提出した場合には、自主的
に中間申告・納付することが
できます。（参照→P60）

注6

直前の課税期間が12月に満た
ない場合は、計算方法が異な
ります。

注7

「法人税の申告期限の延長の特
例」の適用を受ける通算親法人
又はその通算子法人が「消費税
申告期限延長届出書」を提出し
た場合にも、その提出をした日
の属する事業年度（その事業年
度終了の日の翌日から45日以
内に提出した場合のその事業
年度を含みます。）以後の各事
業年度終了の日の属する課税
期間に係る消費税の確定申告
の期限が１月延長されます。

（注8）（注9）

注4
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●中間納付税額がある場合は、確定申告書の差引税額から中間納付
税額を控除します。

も っ と く わ し く

 確定申告の納付税額は……

＝ －確定申告において
納付すべき消費税額

中間納付税額の
合計額差引税額

　仮決算に基づく中間申告書の提出により、課税仕入れに係る消費税額の控除不足
額の還付を受けることはできません。

　仮決算による中間申告書をその提出期限後に提出することはできますか？

　中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場
合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費
税額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされます。したがって、仮決
算による中間申告書を期限後に提出することはできません。

　仮決算を行ったところ、その中間申告対象期間における仕入控除税額が、
課税標準額に対する消費税額を上回りました。
　仮決算に基づく中間申告で消費税の還付を受けることができますか？

●消費税の中間申告書を実際に提出する必要のある事業者は、消費
税の中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を申告・納
付しなければなりません。

○ 任意の中間申告制度

注10

「6月中間申告対象期間」
とは、その課税期間開始の
日以後6月の期間で、年1
回の中間申告の対象となる
期間をいいます。

　直前の課税期間の確定消費税額（地方消費税額を含まない年税額）
が48万円以下の事業者（中間申告義務のない事業者）が任意に中間申告
書（年1回）を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に
提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到
来する6月中間申告対象期間（注10）から自主的に中間申告・納付すること
ができます。
　中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の2分の1の額（P59
注7）となります。また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付
税額を納付することとなります。
　なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行
って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付するこ
とができます。

※「中間納付税額」は、納付した税額ではなく、中間申告の際に
　納付すべき消費税額となります。
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●中間納付税額がある場合は、確定申告書の差引税額から中間納付
税額を控除します。

も っ と く わ し く

 確定申告の納付税額は……

＝ －確定申告において
納付すべき消費税額

中間納付税額の
合計額差引税額

　仮決算に基づく中間申告書の提出により、課税仕入れに係る消費税額の控除不足
額の還付を受けることはできません。

　仮決算による中間申告書をその提出期限後に提出することはできますか？

　中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場
合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費
税額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされます。したがって、仮決
算による中間申告書を期限後に提出することはできません。

　仮決算を行ったところ、その中間申告対象期間における仕入控除税額が、
課税標準額に対する消費税額を上回りました。
　仮決算に基づく中間申告で消費税の還付を受けることができますか？

●消費税の中間申告書を実際に提出する必要のある事業者は、消費
税の中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を申告・納
付しなければなりません。

○ 任意の中間申告制度

注10

「6月中間申告対象期間」
とは、その課税期間開始の
日以後6月の期間で、年1
回の中間申告の対象となる
期間をいいます。

　直前の課税期間の確定消費税額（地方消費税額を含まない年税額）
が48万円以下の事業者（中間申告義務のない事業者）が任意に中間申告
書（年1回）を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に
提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到
来する6月中間申告対象期間（注10）から自主的に中間申告・納付すること
ができます。
　中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の2分の1の額（P59
注7）となります。また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付
税額を納付することとなります。
　なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行
って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付するこ
とができます。

※「中間納付税額」は、納付した税額ではなく、中間申告の際に
　納付すべき消費税額となります。
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個人事業者 年11回の中間申告及び確定申告の申告・納付期限

注10

以下の例の場合、個人事業者
の1、2、3月分、法人の4、5
月分のように申告・納付期限
が同一となる場合であっても、
中間申告書は中間申告対象期
間ごとに それぞれ提出します
（仮決算による中間申告の場合
も同様です。）。

例

　年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとお

りとされています。（注10）

★ 年11回の中間申告及び納付期限について
　（直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円超の事業
　  者の場合）

個人事業者 法人（注11）

中
間
申
告
・
納
付
期
限

1月分

3月分

その課税期間
開始後の1か月分

その課税期間
開始の日から
2か月を経過した
日から2か月以内

中間申告対象
期間の末日の
翌日から2か月以内

4月分

11月分

～
～

上記1か月分
の翌月以降の
10か月分

中間申告対象
期間の末日の
翌日から2か月以内

5月末日

年11回

32

⑪

1

⑩

54
12

⑨

11

⑧

10

⑦

9

⑥

8

⑤

7

④

6

③

5

②

確定申告

（①）最初の1回の
   　　1月中間申告対象期間
   　　→2か月経過日から2か月以内

（②～⑪）各1月中間申告対象期間
   の末日の翌日から2か月以内

4
①

321～654

⑫確定申告

〈事業年度が1年の3月末決算法人で、消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けていない場合〉

注11

消費税の確定申告の期限の延
長特例（参照→Ｐ53）の適用を
受けている法人の中間申告の
申告・納付期限は、「その課税期
間開始後の2か月分」は「その課
税期間開始の日から3か月を経
過した日から2か月以内」、「上記
2か月分の翌月以降の9か月分」
は「中間申告対象期間の末日の
翌日から2か月以内」となりま
す。

法　 人 年11回の中間申告及び確定申告の申告・納付期限例

1211

⑪

10

⑩

321
9

⑨

8

⑧

7

⑦

6

⑥

5

⑤

4

④

3

③

2

②

確定申告 3/31

（①、②）最初の2回の
   1月中間申告対象期間
　→3か月経過日から2か月以内

（③～⑪）各1月中間申告対象期間
   の末日の翌日から2か月以内

1
①

121110～321

⑫確定申告
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●中間納付税額がある場合は、確定申告書の差引税額から中間納付

税額を控除します。

も っ と く わ し く

 確定申告の納付税額は……

＝ －確定申告において
納付すべき消費税額

中間納付税額の
合計額

差引税額

　仮決算に基づく中間申告書の提出により、課税仕入れに係る消費税額の控除不足

額の還付を受けることはできません。

　仮決算による中間申告書をその提出期限後に提出することはできますか？

　中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場

合には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費

税額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされます。したがって、仮決

算による中間申告書を期限後に提出することはできません。

　仮決算を行ったところ、その中間申告対象期間における仕入控除税額が、
課税標準額に対する消費税額を上回りました。
　仮決算に基づく中間申告で消費税の還付を受けることができますか？

●消費税の中間申告書を提出する必要のある事業者は、消費税の中

間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を申告・納付しな

ければなりません。

○ 任意の中間申告制度

注9

「6月中間申告対象期間」
とは、その課税期間開始の
日以後6月の期間で、年1
回の中間申告の対象となる
期間をいいます。

　直前の課税期間の確定消費税額（地方消費税額を含まない年税額）

が48万円以下の事業者（中間申告義務のない事業者）が任意に中間申告

書（年1回）を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に

提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到

来する6月中間申告対象期間（注9）から自主的に中間申告・納付すること

ができます。

　中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の2分の1の額（P53

注7）となります。また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付

税額を納付することとなります。

　なお、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行

って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付するこ

とができます。
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（注12）

（注11）

注11

注12
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注13

注14

（注13）

（注13）

（注14）

※申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知等によるお知らせはありません。

※　国税の納付に関する情報はこちらからご覧ください。
【納税に関する総合案内】

延滞税特例基準割合とは、
各年の前々年の9月から前
年の8月までの各月におけ
る銀行の新規の短期貸出約
定平均金利の合計を12で除
して得た割合として各年の
前年の11月30日までに財
務大臣が告示する割合に、
年1％の割合を加算した割
合をいいます。

（原則、申告書の提出期限）の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納付する必要があります。

延滞税

延滞税

●納期限が経過し、督促状が送付されても納付されないときは、財産の差押えなどの滞納処分を受け
る場合があります。
●法令の要件に該当するときには、財産の差押えや換価（売却）が猶予される制度の適用を受けるこ
とができますので、納期限までに納付できない事情がある場合は、お早めに税務署（徴収担当）に
ご相談ください。
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